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病院事業の経営形態の比較 
 

区 分 
地方公営企業法 

一部適用（現行） 

地方公営企業法 

全部適用 

特定地方独立行政法人

（公務員型） 

一般地方独立行政法人

（非公務員型） 
指定管理者 

開設者 笠間市 笠間市 笠間市 笠間市 笠間市 

運営責任者 市長 病院事業の管理者 

任期４年 

理事長 

任期４年 

理事長 

任期４年 

指定管理者 

内部組織 条例で設置及び運営

の基本を定める。 

規則でその他事項を

定める 

条例で設置及び運営の

基本を定める。 

管理者は企業管理規定

でその他事項を定め

る。 

理事及び内部組織は理事長が定める。 

職員は市の定数管理の対象外（笠間市職員ではな

い。） 

民間企業と同じ。 

職員の任命 市長 事業管理者は市長が任

命する。 

理事長，監事は市長が

任命する。（解任も同

様） 

副理事長，理事及び職

員は理事長が任命す

る。 

地方公務員法の任用規

定を適用 

役職員の任命は左と同

じ。 

法人と職員の間に雇用

契約関係が生じる。 

民間企業と同じ。 

職員の身分 地方公務員（地方公共団体職員） 地方公務員（独立行政

法人職員） 

非公務員（民間労働者

と同じ。） 

 

 

民間企業と同じ。 
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区 分 
地方公営企業法 

一部適用（現行） 

地方公営企業法 

全部適用 

特定地方独立行政法人

（公務員型） 

一般地方独立行政法人

（非公務員型） 
指定管理者 

労使関係 職員団体の結成可 

当局と職員団体との

協定締結可（法的拘束

力なし） 

労働組合の結成可 

労働協約 

団結権あり。 

団体交渉権あり。 

争議権なし。 

労働三権あり。 

労働基準法，労働組合

法，労働関係調整法等

を適用 

民間企業と同じ。 

職員の給与，勤

務時間，その他

の勤務条件 

一般職と同じ。 

給与の決定は生計費，

国，他の地方公共団体

の職員の給与，民間事

業所の従事者の給与

その他の事情を考慮 

 

人事院勧告の対象 

給与の種類及び基準は

条例で定める。 

額，支払方法等は労働

協約，企業管理規定等

で定める。 

給与の決定は生計費，

同一又は類似の職種の

国及び他の地方公共団

体の職員の給与，民間

事業所の従事者の給

与，当該地方公営企業

の経営の状況その他の

事情を考慮 

人事院勧告の対象外 

国，自治体，他の特定

地方独立行政法人の給

与等を考慮して決定 

市とは別の地方公共団

体職員となる。 

共済制度は継続し，退

職金も通算 

人事院勧告の対象外 

業務実績，社会一般の

情勢を考慮して決定 

支給基準を設立団体の

長に届け出し，公表す

る。 

共済制度は継続し，退

職金も通算 

指定管理者との雇用契約

及び労働協約による。 

設立（設置） 

市は設置及びその経営の基本に関する事項を条

例で定め（議会の議決）る。 

厚生労働省等の事業認可による。 

議会の議決を経て定款を定め，県知事の認可を受

ける。（解散も同様） 

その後，法人登記により設立が成立 

民間企業と同じ。 
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区 分 
地方公営企業法 

一部適用（現行） 

地方公営企業法 

全部適用 

特定地方独立行政法人

（公務員型） 

一般地方独立行政法人

（非公務員型） 
指定管理者 

財産的基礎 

全て市の財産による。 市は資本金の額の２分の１以上に相当する資金

その他の財産を出資しなければならない。 

 

民間企業と同じ。 

評価委員会 
制度なし 

地方自治法に基づく監査委員の監査を受ける。

市は附属機関として条例により評価委員会を設

置 

民間企業と同じ。 

業務方法書 

制度なし 

長期的事業認可のもと，毎年度の事業予算を議

会で議決する。 

業務開始の際，業務方法書を作成し，市長の認可

を受ける。（変更も同様） 

 

民間企業と同じ。 

会計制度 地方公営企業法による企業会計 

４月１日から翌年３月３１日まで 

地方独立行政法人会計基準による企業会計 

４月１日から翌年３月３１日まで 

民間企業と同じ。 

一般会計繰入

金 

一般会計から，経費負担区分に基づく繰出金を

支出 

政策医療に要する経費は市が交付金として支出 

（市は業務の財源に充てるために必要な金額の

全部または一部を交付することができる） 

 

指定管理料として支出 

予算編成 市長 事業管理者が予算原案

を作成，市長が調整し，

議会に提出 

 

 

 

 

 

中期計画に基づき，年度毎の業務運営に関する年

度計画を定め，市長に提出 

民間企業と同じ。 
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区 分 
地方公営企業法 

一部適用（現行） 

地方公営企業法 

全部適用 

特定地方独立行政法人

（公務員型） 

一般地方独立行政法人

（非公務員型） 
指定管理者 

目標管理 制度なし 市長が３年以上５年以下の中期目標を設定し，法

人に指示するとともに公表する。 

※中期目標設定は評価委員会の意見を聴くとと

もに議会の議決を要する。 

法人が中期目標を達成するための中期計画を作

成し，市長の認可の後，年度計画を届け出する。

各事業年度の業務実績について，評価委員会の評

価を受けなければならない。 

評価委員会は評価結果を法人に通知する。評価結

果によっては改善勧告を法人に行う。 

評価委員会は通知事項を市長へ報告及び公表す

る。（勧告した場合はその内容を含む） 

市長は報告を受けたときはその旨議会へ報告す

る。 

法人は中期目標期間が終了した時は事業報告書

を市長に提出するとともに公表する。 

法人は中期目標に係る業務の実績を市の規則の

定めにより評価委員会の評価を受ける。（以下各

事業年度の業務実績の評価と同じ。） 

市長は中期目標期間の終了時には評価委員会の

意見を聴き，法人の組織及び業務全般にわたる検

討を行い，その結果に基づき所要の措置を講ず

る。 

指定管理者仕様書及び業

務計画書による。 
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区 分 
地方公営企業法 

一部適用（現行） 

地方公営企業法 

全部適用 

特定地方独立行政法人

（公務員型） 

一般地方独立行政法人

（非公務員型） 
指定管理者 

現行の問題点 

 

(１)経営責任不明

確 

 

 経営責任を病院

と病院長に転嫁

し，市の責任が不

明確 

 

 

 

事業管理者（任期４年）

を市長が任命し，運営す

る。 

事業管理者は経営に必要

な全ての権限を掌理し経

営責任を負う。 

 

 

上記の観点から，現行の

問題点を解消できるもの

と考えられる。 

行政組織から分離独立（別法人格を保有）するこ

とで全ての経営責任を一法人として病院が負う。

中期目標期間の目標・計画に基づく経営により，

単年度予算主義とは異なり弾力的な予算執行が

可能となる。 

業務実績評価と情報公開が法定化されているこ

とから，経営効率化と透明性の確保が期待され

る。 

上記の観点から，現行の問題点を解消できるもの

と考えられる。 

制度的には中長期的な民

間委託の形態であり，指

定管理者仕様書等に市の

意向を記載し，協定を締

結する。 

 

 

 

上記の観点から現行の問

題点を解消できるものと

考えられる。 

笠間市立病院

の経営形態と

した場合 

(２)病院の人事体

系 

 

 医師の確保，一般

事務職の定期異

動，給与について

市が行う。 

人事に関する権限を集中することができることから，現行の問題点を解消できると考えられる。 

ただし，医師の確保についての困難さは，あまり変わらないものと考えられる。 

 経営形態を見直す上での課

題 

行政からの関与が残り，

経営責任が不明確になる

ケースがみられる。 

これらの公設民営の形態は，実際に指定管理者として経営する医療法人等の

選定や独立行政法人の設立が一番重要なことであり，慎重なる対応が必要と

なる。 
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